
下笠覚書(大阪公立大学蔵)

言語: Japanese

出版者: 大阪市立大学日本史学会

公開日: 2022-08-23

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 新谷, 和之

メールアドレス: 

所属: 近畿大学

メタデータ

https://doi.org/10.24544/ocu.20220823-007URL



In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 

Osaka Metropolitan University 
 

 

Title 下笠覚書(大阪公立大学蔵) 
Author 新谷, 和之 
Citation 市大日本史. 25 巻, p.128-133. 

Issue Date 2022-05 
ISSN 1348-4508 
Type Article 

Textversion Publisher 
Publisher 大阪市立大学日本史学会 

Description  
 

Placed on: Osaka City University 



本
史
料
は
、
二
〇
二
一
年
に
購
入
さ
れ
、
現
在
、
大
阪
公
立
大
学
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
本
史
料
は
、
中
世
後
期
に
近
江
国
栗
太
郡
に
拠
点
を
構
え
、
六
角
氏
の

被
官
と
な
っ
た
下
笠

し
も
が
さ

氏
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
下
笠
氏
に
つ
い
て
は
、
『
近
江

栗
太
郡
志
』

（
１
）

に
お
い
て
基
本
的
な
動
向
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
村
井

祐
樹
は
、
六
角
氏
当
主
に
強
い
影
響
を
与
え
う
る
家
臣
の
一
人
と
し
て
下
笠
氏
を

取
り
上
げ
、
主
に
軍
事
・
外
交
面
で
の
活
動
に
言
及
し
て
い
る （
２
）。
し
か
し
、
下
笠

氏
に
つ
い
て
は
、
関
連
史
料
が
少
な
く
、
六
角
氏
と
の
関
係
や
在
地
領
主
と
し
て

の
実
態
に
関
し
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。

本
史
料
は
近
世
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
戦
国
時
代
の
古
文
書
の
写
も

含
ん
で
い
る
。
厳
密
な
史
料
批
判
は
必
要
だ
が
、
歴
史
的
な
事
実
を
一
定
程
度
反

映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
下
笠
氏
の
動
向
を
探
る
手
が
か
り
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ

う
。本
文
は
三
枚
の
紙
を
貼
り
継
い
で
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
量
と
二
紙
目
中
央

の
折
り
目
（
写
真
参
照
）
か
ら
み
て
、
も
と
は
幅
一
五
セ
ン
チ
程
度
の
竪
帳
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
紙
目
の
端
裏
に
ペ
ン
で
「
下
笠
覚
書
」
と
書
か
れ
た
真
新

し
い
貼
紙
が
付
さ
れ
、
そ
の
下
の
暗
褐
色
の
貼
紙
に
も
「
下
笠
覚
書
」
の
墨
書
が

う
っ
す
ら
と
確
認
で
き
る
。
恐
ら
く
、
こ
ち
ら
が
も
と
の
標
題
で
、
経
年
劣
化
に

よ
り
判
読
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
、
白
い
貼
紙
が
新
た
に
付
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

継
紙
に
し
た
時
点
で
裏
打
ち
を
施
し
た
よ
う
だ
が
、
裏
打
ち
紙
を
食
い
破
る
形
で

虫
損
が
進
ん
で
お
り
、
部
分
的
に
修
復
を
施
し
た
箇
所
が
み
ら
れ
る
。

次
に
、
当
該
史
料
の
写
真
と
翻
刻
を
示
す
。

下
笠覚
書
ニ
曰

一
下
笠
左
衛
門
尉
六
角
殿
方
ニ
而
十
一
備 ソ
ナ
ヘの
内
又
三
家
ア
リ
、
青
地
□
□ （
時
ヵ
）

ニ
テ
附
廻
ル
者
ヲ
ハ
下
笠
氏
・
伊
佐
氏
・
馬
淵
氏
な
り
、
下
笠
ハ
元
関
津

の
宇
野
氏
な
り
、
久
し （
衍
ヵ
）敷
下
笠
ニ
有
之
候
付
而
、
下
笠
共
云
、

兄
弟
三
人

ア
リ
、

嫡
子
ヲ
バ
下
笠

ト
云
、
次
男
ヲ
バ
中

條
ト
云
、
三

男
ヲ
バ
宇
野
ト

名
乗
、
下
笠
ニ
宇
野
・
中

條
ト
名
乗
、

数
度
功
ア
リ
、
元
ハ
次
男
ヲ
中
條

ナ
カ

シ
ャ

ウ

ト
□ （
申
ヵ
）候
へ
共
、
人

々
中

條
と
云
ナ
□
□
□
□
□

（
ラ
ハ

ス
ナ
リ
ヵ
）

一
嫡
子
下
笠
左
衛
門
尉

長
光
六
角
と
不
和
ニ
ナ
リ
、
正
月

朔
日
ニ
打
ツ
ブ

ス
、
後
ニ
青
地
方
ヨ
リ
六
角
へ
咎 ト

ガ無
キ
事
ヲ
申
、
是
ヨ
リ
又
青
地
へ
勤
ル
、

一
三
井
彦
三
郎
働
ハ
首 ク

ビ壱
つ
、
矢
疵
ヲ
負
イ
打
死
ス
、
右

小
野
ト
一
家
ニ

付
、
宇
野

加
賀
守
末

子
七
郎
ヲ
養

子
ニ
入
、
後
ニ
城
州

（
紙
継
目
）

宇
治
ノ
牧
嶋

働
有
、
宇

治
合
戦
ニ
モ
小
野
ハ
働
有
之
由
ニ
候
へ

共
、
私
ハ

不
覚

候
、
已
上
、
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宇
野
丹
後
守

下
笠
古
記

一
承
禎
ト
浅
井
ト
不
和
ニ
ナ
リ
シ
時
、
近
江
侍
大
勢
浅
井
ニ
属
シ
、
承
禎

勢
微
弱
ナ
ル
ニ
ヨ
ツ
テ
、
青
地
ヨ
リ
加
勢
ト
シ
テ
宇
野
加
賀
守
・
井
上
彦

三
郎
・
中
條
五
郎
四
郎
・
下
笠
左
衛
門
未 イ
マ
ダ三
郎
左
衛
門
ト
云
シ
時
、
承
禎

へ
指
遺
ス
、
三
人
共
ニ
働
ア
リ
、

一
下
笠
左
衛
門
尉
浅
井
殿
ニ
組
シ
、
正
月
一
日
浅
井
殿
へ
馳
□
出
ル
□
承

禎
軍
給
元
日
ノ
卯
ノ
刻
ニ
人
数
ヲ
遣
シ
攻
ル
所
ニ
、
下
笠
寺
参
り
シ
留
守

タ
リ
シ
ニ
、
下
笠
弟
中
条
・
同
宇
野
氏
出
合
大
音
ヲ
挙 ア
ゲテ
左
衛
門
身
ニ
曽 カ
ツ

テ
覚
ナ
シ
、
加
様
ノ
狼
藉
ハ
人
ノ
讃
言
ト
覚
へ
ナ
リ
、
御
屋
形
ニ
弓
引
ニ

ア
ラ
ス
、
讃
言
人
ニ
働
ク
ト
テ
鑓
ヲ
取
り
テ
両
人
打
テ
出
ル
時
、
面
ヲ
合

ス
ル
者
ナ
シ
、
直
ニ
敵
の
中
ヲ
掛
通
り
、
吉
田
左
近
将
監
方
へ
掛
籠
、
無

比
類
働
ナ
リ
、
其
後
下
笠
寺
ヨ
リ
直
ニ
立
退
キ
、
咎
ナ
キ
由
ヲ
申
開
ク
ナ

リ
、急
度
申
候
、
明
日
ニ
至
而

［
朱
書
］

下
笠
家
臣

守
山
可
被
相
越
候
旨
、
以

小
寺
半
左
衛
門
法
名
円
賢

禅
定
門

狛
孫
三
郎
申
候
、
定
而

可
相
達
候
、
然
所
今
日

小
寺
助
兵
衛
法
名

［
（
秀
ヵ
）（
禅
定
）］
門

（
紙
継
目
）

水
保
・
進
藤
か
た

�

［
朱
書
］

小
寺
対
馬
守

令
放
光
候
条
、
彼
表
へ

永
禄
五
甲
戌
年

可
行
無
之
候
、
不
可
然
候
間
、

十
一
月
廿
八
日
死

下笠覚書（大阪公立大学蔵）〔新谷〕
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可
申
付
所
存
候
条
、
五
六
日

法
名
桜
宝
□
玉
禅
定
門

に
て
可
為
在
陣
候
間
、
其
用

小
寺
弥
三
郎

天
文
六
丁
酉
年

意
可
為
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

一
月
三
日
承
禎
（
花
押
影
）

九
月
廿
八
日
卒

法
名
宗
不
禅
定
門

下
笠
三
郎
左
衛
門
尉
殿

一
坂
本
合
戦
ノ
備
元
亀
元
年

高
橋
・
大
橋
・
下
笠
・
九
里
・

土
井
五
手
の
大
将
ナ
リ

其
外左
備
十
一
備
ハ
何
も
野
武
士

右
備
ハ
十
一
備
右
同
断

（
縦
二
三
・
五
セ
ン
チ
、
横
七
六
・
五
セ
ン
チ
）

本
史
料
は
、
①
下
笠
覚
書
か
ら
の
引
用
、
②
下
笠
古
記
か
ら
の
引
用
、
③
六
角

承
禎
書
状
写
、
④
下
段
の
朱
書
き
、
の
四
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
な
る
。
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

①
で
は
、
下
笠
左
衛
門
尉
が
六
角
方
の
十
一
備
の
一
家
で
あ
っ
た
こ
と
、
下
笠

家
の
ル
ー
ツ
が
関
津
（
大
津
市
）
の
宇
野
氏
に
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
左

衛
門
尉
に
は
兄
弟
が
お
り
、
次
男
が
中
條
、
三
男
が
宇
野
を
そ
れ
ぞ
れ
名
乗
っ
た

（
一
条
目
）。
左
衛
門
尉
の
嫡
男
長
光
は
六
角
方
と
不
和
に
な
り
、
正
月
朔
日
に
攻

め
ら
れ
る
が
、
後
に
青
地
方
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
り
赦
免
さ
れ
る
（
二
条
目
）。

三
条
目
で
は
、
三
井
彦
三
郎
が
討
ち
死
に
し
、
そ
の
跡
目
を
宇
野
加
賀
守
末
子

の
七
郎
が
継
い
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
・
二
条
目
の
内
容
と
の
関
わ

り
は
判
然
と
し
な
い
。
末
尾
に
署
名
し
て
い
る
宇
野
丹
後
守
が
下
笠
覚
書
の
記

主
と
み
ら
れ
、
宇
野
一
門
の
戦
績
を
ま
と
め
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

史料紹介
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な
い
。

な
お
、
標
題
の
「
下
笠
覚
書
」
は
、
冒
頭
の
「
下
笠
覚
書
ニ
曰
」
に
由
来
す
る

も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
覚
書
か
ら
の
引
用
は
①
の
み
で
あ
り
、
史
料
全
体
の
呼
称

と
し
て
は
本
来
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
だ
が
、
他
に
代
わ
る
呼
称
も
な
い
た
め
、
本

稿
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
と
し
た
。

②
で
は
、
六
角
承
禎
と
浅
井
氏
の
対
立
に
際
し
て
、
青
地
方
よ
り
宇
野
加
賀
守

以
下
三
名
が
承
禎
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
、
軍
功
を
挙
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
一
条
目
）。
と
こ
ろ
が
、
二
条
目
に
は
下
笠
左
衛
門
尉
が
浅
井
方
に
与
し
、
承
禎

に
攻
め
ら
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
時
、
左
衛
門
尉
は
寺
参
り
で
留
守
に
し
て
い
た
た

め
、
弟
の
中
条
・
宇
野
両
名
が
対
峙
し
、
左
衛
門
尉
の
潔
白
を
主
張
し
た
。
両
名

は
槍
を
と
り
、
吉
田
左
近
将
監
方
へ
攻
め
寄
せ
た
。
後
に
左
衛
門
尉
は
寺
か
ら
帰

参
し
、
無
実
の
申
し
開
き
を
行
っ
て
い
る
（
二
条
目
）。

一
条
目
で
左
衛
門
尉
は
ま
だ
三
郎
左
衛
門
尉
と
名
乗
っ
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、

二
条
目
は
そ
れ
よ
り
後
の
で
き
ご
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
二
条
目
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、
①
の
二
条
目
に
相
当
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

③
は
、
承
禎
が
下
笠
三
郎
左
衛
門
尉
に
宛
て
た
書
状
の
写
で
あ
る
。
一
月
三
日

付
な
の
で
、
一
見
す
る
と
下
笠
氏
が
六
角
方
に
攻
め
ら
れ
た
正
月
の
で
き
ご
と

（
①
・
②
の
二
条
目
）
に
関
連
す
る
文
書
の
よ
う
で
あ
る
。
当
該
史
料
の
記
主
も
そ

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
浅
井
方
に
与
し
た
時
点

で
三
郎
左
衛
門
尉
は
左
衛
門
尉
と
名
を
改
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
③
は
そ
れ
よ
り

も
前
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
②
と
③
は
ひ
と
ま
ず

別
物
と
み
た
方
が
い
い
。

『
戦
国
遺
文
佐
々
木
六
角
氏
編
』
は
、
「
下
笠
文
書
」
の
名
で
③
と
ほ
ぼ
同
文

の
文
書
を
収
録
し
て
い
る
（
史
料
一
）。
字
句
の
異
同
が
あ
る
の
で
、
参
考
ま
で

に
掲
出
し
て
お
く
。

〔
史
料
一
〕

（
３
）

急
度
申
候
、
仍
而
守
山
可
被
相
越
候
旨
、
以
狛
孫
三
郎
申
候
、
定
而
可
相
達

候
、
然
処
今
日
早
便 （
カ
）進
藤
か
た

�令
放
火
候
条
、
彼
表
一
行
□
□
者
不
可
然

候
間
、
可
申
付
所
存
候
条
、
五
六
日
者
可
為
在
陣
候
間
、
其
用
意
可
為
肝
要

候
、
恐
々
謹
言
、

八
月
三
日

承
禎

（
六
角
）

（
花
押
）

下
笠
三
郎
左
衛
門
尉
殿

こ
れ
は
、
草
津
市
下
笠
町
の
下
笠
忠
右
衛
門
家
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
り
、
写

真
帳
が
滋
賀
県
立

図
書
館
に
架

蔵
さ
れ
て
い
る （
４
）。
下
笠
忠
右
衛
門
は
、
江
戸
時
代

に
膳
所
藩
の
郷
代
官
を
つ
と
め
た
。

郷
代
官
は
、
在
村
の
ま
ま
郡
方
役
所
の
指
導

の
も
と
民
政
に
携
わ
り
、
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
特
別
な
百
姓
で
あ
る （
５
）。

同
文
書

群
に
は
、
代

官
の
役
料

や
屋
敷
地
の
租
税

免
除
に
関
す
る
史
料
が
い
く
つ

か
み
ら
れ
る
。
宛
所
は
下
笠
忠
（

註
）
右
衛
門

や
紋

次
な

ど
と
あ
る
他
、
宇
野
忠

右
衛
門
と
す
る
も
の
（

元
禄
六

年
九
月
二
日
付
）
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
下
笠
家
の

ル
ー
ツ
が
宇
野
家
に
あ
る
と
す
る
①
の
記

述
と
も
整

合
す
る
。
卯
八
月
一
六
日
付

で
榊
原
新
八
・

村
松
伴
右
衛
門
が
忠
右
衛
門
に
宛
て
た
文
書
に
よ
る
と
、
忠
右
衛

門
は

先
祖
の
名
字
で
あ
る
下
笠
を
名
乗
る
こ
と
を

希
望
し
、
由
緒
の
書
付
を
膳
所

藩
に
提
出
し
て
い
る
。
下
笠
の
名
乗
り
が
定

着
す
る
の
は
そ
れ
以
降
で
あ
ろ
う
。

史
料
一
は
、
字
体

や
花
押

形
な

ど
に
不
審
な
点
は
な
く
、
同
時
代
の
正
文
と
み

て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
③
は
史
料
一
を
後

世
に
写
し
取
っ
た
も
の
と
な
る
が
、

全
体
に

誤
記
が
目
立

つ
。
特
に
、
日
付
の
「
八
月
」
を
「
一
月
」
と
し
て
い
る
点

は
看
過
で
き
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
時
期
的
に
も
②
と
③
は
別
物
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
史
料
一
が

発
給
さ
れ
た
の
は
い

つ
か
。
六
角
義
賢
が
承
禎
を
名
乗
る
の

は
永

禄
元

年
（
一
五
五
八
）
頃
か
ら
な
の
で （
６
）、
そ
れ
以

降
で
あ
る
こ
と
は

確
実
で

あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
た
上
で
、
冒
頭
の
「
守
山
に
相
越
さ
る
べ
き
」
と
い
う
記
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述
に
着
目
す
る
と
、
次
の
史
料
が
浮
上
す
る
。

〔
史
料
二
〕

（
７
）

其
表
御
働
、
于
今
御
延
引
如
何
儀
候
哉
、
此
方
之
儀
者
、
去
月
十
六
日
至
守

山
令
進
発
候
、
京
表
為
可
及
行
、
来
廿
八
ハ
出
勢
候
、
此
御
馳
走
肝
要
候
、

於
油
断
者
、
不
可
有
其
曲
候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
十
日

義
弼

（
六
角
）

（
花
押
）

檜
山
左
衛
門
尉
殿

史
料
二
は
、
承
禎
の
息
子
義
弼
が
檜
山
左
衛
門
尉
に
軍
事
協
力
を
求
め
た
書
状

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
六
角
方
が
六
月
一
六
日
に
守
山
へ
軍
勢
を
派
遣
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
年
号
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
京
表
行
に
及
ぶ
べ
け
ん
が
た
め
」

と
い
う
く
だ
り
が
比
定
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
永
禄
期
に
六
角
方
が
京
都
方
面
へ

軍
勢
を
派
遣
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
、
永
禄
四
・
五
年
の
三
好
方
と
の
対
戦

が
最
も
有
力
で
あ
る
。
永
禄
四
年
七
月
、
六
角
承
禎
父
子
は
勝
軍
山
城
（
京
都
市

左
京
区
）
に
布
陣
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
六
月
に
は
守
山
に
打
ち
出
で

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る （
８
）。
こ
の
こ
と
は
、
六
月
に
守
山
へ
進
発
し
た
と
す
る

先
の
叙
述
と
も
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
二
は
永
禄
四
年
に
比
定
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。

史
料
一
で
下
笠
氏
は
、
狛
孫
三
郎
を
通
じ
て
六
角
方
と
や
り
取
り
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
史
料
も
関
連
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。

〔
史
料
三
〕

（
９
）

其
表
被
属
本
意
由
尤
以
珍
重
候
、
弥
無
油
断
行
肝
要
候
、
猶
青
地
駿
河
守

（
茂
綱
）

可

申
候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
廿
五
日

義
弼

（
六
角
）

（
花
押
）

狛
治
部
大
輔
殿

同
吉
三
郎
殿

史
料
三
は
、
義
弼
が
狛
治
部
大
輔
・
吉
三
郎
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
狛
方
の

戦
勝
を
寿
ぐ
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
り
、
六
角
方
の
出
兵
に
際
し
て
国
内
で

軍
事
的
な
混
乱
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る （

�）。
狛
氏
は
こ
う
し
た
事
態

に
対
処
し
つ
つ
、
国
内
の
諸
勢
力
と
の
連
絡
調
整
を
担
っ
た
の
だ
ろ
う
。

以
上
よ
り
、
史
料
一
は
永
禄
四
年
に
比
定
で
き
る
。
六
角
氏
は
上
洛
戦
に
際
し

て
国
内
の
諸
勢
力
の
動
員
を
試
み
て
お
り
、
下
笠
氏
も
そ
れ
に
応
じ
た
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
国
内
で
は
浅
井
氏
を
は
じ
め
と
す
る
不
穏
な
動
き
が
あ
り
、
そ
の
調
略

も
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
次
の
史
料
も
、
そ
の

辺
り
の
事

情
に
関
連
す
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
。

〔
史
料
四
〕

（

�）

下
笠
要

害
仁
籠
城
由
、
尤
以

祝
着
至
候
、
定
而
可
為

苦
労
候
、
弥
可
令
馳
走

給
事
此

時
候
、

別
而
入
魂
可
為
本
望
候
、
猶
三
郎
左
衛
門
尉
可
申
候
、
恐
々

謹
言
、「
十
二
月
十
一
日

義
弼

（
六
角
）」
（
花
押
）

「
清
水
殿
」

義
弼
が
、
「
下
笠
要

害
」
で
の

籠
城
の

労
苦
を

労
い
、
さ
ら
な
る

忠
節
を
求
め

た
書
状
で
あ
る
。
宛

所
の

清
（

志
）
水
氏
は
山
城
国

乙
訓

郡
の

土
豪
で
、
永
禄

初

年
に
六
角
氏
に

従
い
、

足
利
義

昭
の
上
洛

後
に
は

細
川

藤
孝
に
属
し
た （

�）。
「

志
水

文
書
」
の
う
ち
、

現
存
す
る
六
角
方
か
ら
の
感
状
は
永
禄
四
・
五
年
の
畿
内
進
出

時
に
集
中
し
て
お
り
、
本
史
料
も
同

時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
「
下
笠
要

害
」
は
、
六
角
氏
と
志

水
氏
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
下
笠
氏

の
名
字
の
地
で
あ
る
下
笠
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

当
地
の
小
字
「
城

中
」
に
は
下
笠
氏
の

居
城
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

付
近
に
は
「
市
場
」
な
ど
の
小
字

名
も
み
ら
れ
る （

�）。
城

跡
は
、

近
世
に
は
下
笠
忠
右
衛
門
の
宅
地
と
な
り
、
堀
は

悉
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く
埋
め
立
て
ら
れ
田
畑
と
な
っ
た
と
い
う （

�）。
忠
右
衛
門
が
下
笠
氏
の
末
裔
で
あ
っ

た
か
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
由
緒
の
も
と
で
城
跡
が
屋
敷
地
と

し
て
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
と
史
料
四
の
「
下
笠
要
害
」

を
同
一
の
も
の
と
み
て
よ
い
か
は
検
討
を
要
す
る
が
、
下
笠
氏
の
本
拠
が
軍
事
的

な
係
争
地
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

④
は
、
下
笠
氏
の
家
臣
と
さ
れ
る
小
寺
氏
に
関
す
る
記
載
で
あ
る
。
歴
代
の
名

乗
り
と
法
名
が
中
心
で
あ
る
が
、
末
尾
に
は
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
の
坂
本
合

戦
で
大
将
を
つ
と
め
た
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
笠
氏
の
由
緒
に
関
す
る
史
料

の
な
か
で
、
小
寺
氏
の
記
載
が
唐
突
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
小
寺
氏
の
末
裔

な
い
し
そ
れ
に
近
し
い
人
物
が
当
該
史
料
の
作
成
に
携
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と

い
え
る
。
し
か
し
、
小
寺
氏
の
名
は
確
実
な
史
料
に
は
み
え
ず
、
こ
こ
で
の
叙
述

を
裏
づ
け
る
材
料
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
、
関
連
す
る
史
料
を
い
く
つ
か
挙
げ
な
が
ら
、
本
史
料
の
概
要
を
紹
介
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
本
史
料
の
形
成
過
程
を
次
の
よ
う
に
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
笠
氏
の
末
裔
と
称
す
る
忠
右
衛
門
は
、
下
笠
城
の
跡
地
に
屋
敷
を
構
え
、
史

料
一
を
保
管
し
て
い
た
。
忠
右
衛
門
は
近
世
に
膳
所
藩
の
郷
代
官
を
つ
と
め
、
下

笠
の
名
乗
り
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
史
料
一
を
含
み
込

む
形
で
「
下
笠
覚
書
」
や
「
下
笠
古
記
」
を
書
き
、
先
祖
の
功
績
を
た
た
え
る
こ

と
で
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
由
緒
書
は
、
忠
右
衛
門
家
内
だ
け
で
な
く
、
下
笠
氏
と
の
つ
な
が
り
を
主
張

す
る
他
の
家
々
に
も
共
有
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
下
笠
氏
の
家
臣
と

さ
れ
る
小
寺
氏
の
関
係
者
が
、
「
下
笠
覚
書
」
と
「
下
笠
古
記
」
を
引
き
写
し
、

そ
こ
に
小
寺
氏
の
由
緒
を
追
記
し
た
。
こ
れ
が
本
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
「
下
笠
覚
書
」
と
「
下
笠
古
記
」
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
原
本
を
確
認

で
き
て
い
な
い
。
今
後
、
そ
れ
ら
と
の
対
照
が
で
き
れ
ば
、
本
史
料
の
位
置
づ
け

を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

� 註
�

（
１
）
『
近
江
栗
太
郡
志
』
二
（
滋
賀
県
栗
太
郡
役
所
、
一
九
二
六
年
）

（
２
）
村
井
祐
樹
『
戦
国
大
名
佐
々
木
六
角
氏
の
基
礎
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二

年
）

（
３
）
村
井
祐
樹
編
『
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
』
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

一
一
六
五
号
。
後
掲
註
４
に
よ
り
補
訂
。

（
４
）
木
下
・
下
笠
・
宇
野
・
飯
田
家
文
書
写
真
複
製
版

草
津
市
（

請
求
記
号
一

Ｅ
―
二

一
〇
一

―
三
八
）。

（
５
）『
草
津
市
史

第
二
巻
』（
草
津
市
、
一
九
八
四
年
）。

（
６
）
前
掲
註
２
村
井

著
書
。

（
７
）
六
角

義
弼
書
状
（「

旧
武
家
手

鑑
」『
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
』
一
二
一
六
）。

（
８
）『

長
享
年
後

畿
内
兵
乱
記
』
・『

厳
助
往
年
記
』
永
禄
四
年
六
月
条
。

（
９
）
六
角

義
弼
書

状
（
「

酒
井
宇

吉
氏
所

蔵
文
書
」
『
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
』
一

二
一
七
）
。

（

10）
実

際
に

北
近
江
で
は
、

浅
井
氏
が
太
尾
城
（

米
原
市
）
を

奪
還
し
よ
う
と
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
（

宮
島
敬
一
『

浅
井
氏
三
代
』
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）。

（

11）
六
角

義
弼
書

状
（
「
志

水
文
書
」
『
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
』
一
二
二
二
）
。

「
」
は
『
志

水
家
譜
系
図
』
に
よ
り
補
う
。

（

12）『
長
岡
京
市
史
本
文
編
一
』
（
長
岡
京
市
、
一
九
九
六
年
）。

（
13）『

滋
賀
県
中
世
城
郭
分
布
調
査
報
告
書
』

三
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）。

（

14）『
大

日
本
地

誌
大

系
三

近
江
国

與
地
志

略
上
』
（
大

日
本
地

誌
刊

行
会
、
一
九
一

五
年
）
。

（
近

畿
大
学
文
芸

学
部
）
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